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この文書（WAZA Guidelines for Animal-Visitor Interactions 2020）は、世界動物園水族館協会

（WAZA）の会員である動物園・水族館で実施される、動物と来園・来館者とのふれあいに関して、

WAZA 会員にむけたガイドラインの概要を示したものです。本ガイドラインは、2003 年の WAZA

動物福祉倫理規定（WAZA, 2003）、2015 年の世界動物園水族館協会動物福祉戦略（Mellor, 

Hunt & Gusset, 2015）、および 2015年の動物とのふれあいに関するWAZAの決議に基づいて

います。この決議では、WAZA 会員は動物園・水族館における動物と来園・来館者のふれあい

に関する方針を立て、世界動物園水族館協会動物福祉戦略に記載された勧告に従うように提

言しています。ここでは、方針に関する意見および提言を示します。 

 

 

始めに 

このガイドラインの和訳にあたり“interactions”を“ふれあい”と訳しました。”ふ

れあい”の概念は、単に“動物を触ることのできる場所”を指すだけではありません。来

園者・来館者と動物にかかわる間接的～直接的なもの、体験的～教育的なものまで幅広い

活動分野を含んでいます。 

動物園および水族館は現代の動物保全団体・組織として、その目標を支えるために、高い

動物福祉基準を達成する責務があります。それには、動物と来園・来館者とのふれあい（動物

とのふれあい）における動物福祉が含まれます。ふれあいに関わるいかなる動物にも、良い動

物福祉につながる機会がなければなりません。 

 

ここに示すガイドラインは、世界動物園水族館協会動物福祉戦略に示された科学的証拠に

基づいたものです。 

 

動物と来園・来館者とのふれあい 

近年、動物園・水族館では、動物と来園者・来館者とのふれあい体験が急速に増加してい

ます。動物園・水族館の進化に伴い、来園・来館者が観察できるように単に動物を展示するこ

とから、人と動物が近づく体験を提供することへの進歩的な移り変わりが、急激に本格化して

きています。歩いてあるいは泳いで、または車での展示の通り抜け体験から、タッチプールや

教育用の動物とのふれあい、あるいはふれあい動物園といった動物との直接的接触まで、そ

の関わり方は多様です。このようなふれあい体験は、人の側に保全を支持する行動の増加を

もたらし、保全教育の向上につながることが研究で示されています（例えば、Skibins & Powell, 

2013; Powell & Bullock, 2015 など）。動物とのふれあいは人気がありますが、正の動物福祉を

常に最大限可能にする方法を整えることが最も重要であり、来園・来館者の存在や動物への

直接的接触が、動物の心身の健康に与える影響も考慮しなければなりません。動物とのふれ

あいに関するその他の義務としては、来園・来館者と動物の安全、ふれあい体験の意義・妥当

性の定期的な評価、そして前向きで責任のある保全行動を結果として促進するように発信さ

れるメッセージの力を、それぞれ考慮することが挙げられます。 
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より多くの動物園・水族館が、動物とのふれあいを来園・来館者が体験できるようにすれば、

保全教育としての動物とのふれあい的関わりの効果を評価する機会が増えるとともに、そのよう

なふれあいにおける動物の福祉を慎重に考慮する機会もまた増加することでしょう。重要なの

は、ふれあい体験の中には、動物によっては、不快感やストレスの兆候である行動を示す場合

があると証明されていることです。ふれあい体験が与える影響を直接的に評価するには、さらな

る研究が必要ですが、その研究に取り組み、動物の福祉を損なわないようなふれあい体験を来

園・来館者に提供することは、ふれあい体験実施園館の責務です。  

 

提言 

1. 動物の福祉を損なうようなふれあい体験を動物にしないでください。 

2. 直接的接触に関わる動物には、生ずる可能性のある不快感やストレス反応を軽減するた

めに、来園・来館者とのふれあいに対して適切な訓練を行わなければなりません。 

3. 動物に対して不必要な要求をしないこと。必ず、来園・来館者が動物に不快感やストレス

反応を誘発させないようにしてください。 

4. 来園者・来館者とのふれあいに参加するかどうかの選択肢を動物に与えること。十分な休

憩時間を与え、ふれあいに参加したくないという兆候を示した動物は、必ず、ただちに体

験活動から外してください。  

5. 通り抜けやタッチプール、ふれあい動物園など、来園・来館者が動物に極めて接近する

展示では、その種のニーズを満たす適切な広さと適切な避難場所を確保してください。  

6. 動物とのふれあい体験中に給餌が行われる場合は、適切な食餌および健康の総合的管

理から外れないように、給餌の規制管理をしなければなりません。体験中に与える餌がそ

の動物の唯一の餌や、餌の全てであってはならず、その餌を食べるかどうかは動物が選

択できるようにしなければなりません。  

 

モニタリングと評価 

全てのふれあい体験に対して、動物の福祉へ与える影響についての評価を定期的に行わなけ

ればなりません。その評価は動物に焦点を当てたものであり、動物の身体や行動に与える影響だ

けでなく、その動物がふれあい体験のために、社会的集団や同居個体から定期的に離されること

で起こるかもしれない影響についても、評価する必要があります。ふれあい体験のために、動物を

通常の飼育展示スペースから出す場合には、それによって悪影響を受けることもあるため、特別

に配慮して観察しなければなりません。悪影響が見られる場合には、その動物をふれあい体験に

参加させないという決断が求められることがあります。 

 

世界動物園水族館協会動物福祉戦略では、包括的かつ体系的な動物福祉評価の枠組みとし

て 5 つの領域モデル（Mellor, 2017）を示していますが、このモデルは福祉が損なわれることを回

避するだけでなく、各動物に対して良い福祉の状態を促進することにも重点を置いています。5 つ

の領域モデルは、「栄養」「環境」「身体の健康」「行動」という 4 つの身体的／機能的領域と、動物

の「精神状態」という第 5 の領域について、その概要を示したものです。ふれあい体験に参加する

動物の福祉のモニタリングと評価に際しては、これらの領域を注意深く検討しなければなりません。  

 

ふれあい体験のために別に飼育されている動物については、同じ園館内の他の動物の飼育施

設や飼育管理との違いによる影響を、注意深く評価する必要があります。  
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それぞれのふれあい体験は、実施頻度やプログラムの長さ、実施時間（１日のうちのいつ行わ

れたか）などを記録してください。動物への直接的接触が必要かどうかを記載し、直接的接触が行

われるならば、参加する来園・来館者の人数や年齢が適切か、一定・一貫した体験が提供できて

いるかを評価します。可能な場合には展示の通り抜けやふれあいエリアでは、スタッフやボランテ

ィアが常駐し、来園・来館者と動物とのふれあいの程度を監督・指導しなければなりません。どのよ

うな事例の記録でも追えるように、記録は保管する必要がありますが、それはふれあい体験に参

加する動物の福祉が損なわれないように、ふれあい体験の継続評価に役立てるためです。 

 

提言 

 

1. ふれあい体験が動物の身体および行動に関する福祉に与えうる影響について、定期的

に評価してそれを文書に記録します。動物の福祉が損なわれていると明らかになった場

合には、ふれあい体験から動物を撤退させます。  

2. ふれあい体験に関わる個体や種が適切であるか、また体験の与える影響について、福祉

の観点から適切な見直しを実施し、必要があれば変更を行います。  

3. ふれあい体験が適切であるか、また園館の目標やビジョンにどの程度貢献しているかを、

定期的に評価して文書に記録します。  

4. スタッフやボランティアの専門知識・技術について定期的に評価して文書に記録し、必要

に応じてトレーニングを実施します。  

 

動物の適性 

ふれあい体験は、動物の身体的および精神的福祉の点で適切でなければなりません。他に比

べてふれあい体験に向いている種や個体があり、そのような特定の動物を選べば、ふれあい体験

による影響を軽減することができます。ふれあい体験に関わる種や個体を選ぶ際には、年齢や性

別、性質を考慮して、慎重に評価する必要があります。 

 

各園館は、動物とのふれあいにおいて、動物を安全に取り扱う目的で、負の福祉を示す反応を

引き起こすような、嫌悪条件付けや薬物、あるいは拘束・保定によって動物の行動を変えてはなり

ません。 

 

動物とのふれあいは種の保全努力（例えば野生への再導入）を妨げるものであってはなりませ

ん。繁殖計画に関わる動物は、その繁殖や個体群管理計画の目標を阻害しない場合のみ、ふれ

あい体験に使用することができます。  

提言 

1. ふれあい体験に参加する種や個体については、注意深く検討してください。若齢・高齢個

体、繁殖個体は、特に不快感やストレス反応を示しやすい場合があり、直接的接触には

適切でないことがあります。 

2. 人に触れられることに耐えられない種や個体は、ふれあい体験に使用しないでください。  

3. 動物とのふれあいにおいて、動物を安全に取り扱う目的で、負の福祉を示す反応を引き

起こすような、嫌悪条件付けや薬物、あるいは拘束・保定によって動物の行動を変えては

いけません。  

4. 再導入計画や個体群管理計画の対象である動物は、ふれあい体験に使用しないでくださ

い。  
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5. 動物の極めて近くに来園者・来館者がいるような飼育展示では、種に適切な環境と避難

場所を設置してください。  

 

スタッフの専門知識・技術 

ふれあい体験における動物やスタッフ、来園・来館者の安全には、実際に関わるスタッフやボラ

ンティアの能力が最も重要です。動物とのふれあいに関わる全てのスタッフやボランティアは、適

切なトレーニングを受けていなければならず、その内容は文書に記録して定期的にモニタリングし

なければなりません。直接的接触を想定していない場合には、経験のある適切なスタッフやボラン

ティアが常駐して、来園・来館者と動物の安全に目を配る必要があります。スタッフやボランティア

が常駐しないなら、動物と来園・来館者の間を明確に線引きし、動物が来園・来館者から逃れる休

息場所が必要です。  

提言 

1. 動物を取り扱ったり密に接触したりする全てのスタッフやボランティアは、適切に訓練され

て経験があり、動物の怪我や病気、不快感やストレスの兆候に気付けるようでなければな

りません。必要があれば、動物をふれあい体験に参加させないようにできる権限を与えら

れていなければなりません。  

 

メッセージの伝達 

動物園・水族館は、動物や自然界に対する理解や敬意を醸成するために、保全に関わるメッセ

ージの伝達に加え、動物の飼育ケアに関わる動物福祉や管理過程について説明することを検討

しなければなりません。これは、トークや講演、動物福祉憲章、解説板、保全教育プログラムなどを

通して行うことができます。動物とのふれあいが野生動物とのつながりを作ることができる一方、野

生動物をペットとして飼育すれば、その福祉が必ず損なわれてしまうために良いペットにはならな

いことを、動物園・水族館は明確にしなければなりません。  

提言 

1. 全てのふれあい体験や関連するプレゼンテーションにおいて、伝えるメッセージは、保全

意識を向上させ、保全成果を上げ、動物や自然界への敬意を促すようなものでなければ

なりません。種の保全が、最も重要なメッセージ・目的でなければなりません。 

2. 正常かつ野生下で自然である行動が示されないような方法で、ふれあい体験を実施した

り、関わったり、参加したりしないこと。来園・来館者が、動物をエキゾチックペットや「演技

者」のように受け取るかもしれないような方法で、動物を紹介してはいけません。  

3. 来園・来館者の意識を高め、そこから責任ある行動を促すために、写真撮影の機会には

適切な動物福祉と保全のメッセージを伝える必要があります。  

4. 動物が種に特異的な行動ができ、それを支持するような動物の描写や見せ方ができるよう

に、必ず尊厳をもって全ての動物を取り扱うような、ふれあい体験の過程を確立すること。  

5. トークや講演、ソーシャルメディア、解説板、他のインタープリテーションを通じて、動物園・

水族館において、動物福祉がどのように改善されてきたかを説明すること。  

6. ふれあい体験プログラムを作成する際には、保全教育の効果に関する研究、情報、専門

知識を利活用してください。スタッフやボランティアは、自らの「ペット」であるかのように動

物を見せてはいけません。  
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安全 

ふれあい体験は予測不可能なことがあり、危険な可能性もあるため、関わる来園・来館者やスタ

ッフ、ボランティアは、ふれあい体験に伴うかもしれないリスクについて、知らされていなければなり

ません。動物とのふれあいを行う全ての園館は、必要に応じてふれあい体験の過程を調整できる

ように、見直しとリスク評価を実施して、適切な記録を残さなければなりません。  

 

また、実施園館は、人と動物の共通感染症や動物の感染症への曝露リスクを考慮し、それを軽

減する必要があります。ニコチン中毒に特に過敏な無脊椎動物に触れる場合には、接触前の手

洗いは特に重要である。爬虫類や両生類に触れた後の手洗いは、サルモネラや毒素への曝露が

あるため、極めて重要です。最も良いのは、ふれあい体験の種に関わらず、体験の前後に手洗い

を行うことです。 

提言 

1. 関わる動物と来園・来館者の安全と健康のために、経験豊富で権限を与えられたスタッフ

または適切なボランティアが、必ず全てのふれあい体験を常に監督指導するようにするこ

と。  

2. 来園・来館者が、動物に触る前後に手を洗えるようにします。  

 

結論 

多くの動物園・水族館やその専門家や地域の協会は、動物とのふれあいに関する方針やガイド

ライン、意見表明書を作成しています。WAZAによる本ガイドラインに加え、これらはふれあい体験

の実施を検討している、あるいは現在実施している動物園・水族館にとって、関係する国の基準

や法的要件を確実に遵守するために有用なガイドとなっています。  

 

多くの動物園や水族館が、保全や研究、教育の目標をサポートするためにふれあい体験を活

用しています。これらの動物とのふれあいは、次のようなやり方で実施しなければなりません；正の

動物福祉（注：Positive Animal Welfare＝正の動物福祉、すなわちより良い動物福祉の状態）を優

先し、根拠に基づいた動物の飼育管理を採用し、体系的かつ客観的な動物福祉研究から情報を

入手し、ベストプラクティスを用い、健康と安全のプロトコールを導入し、来園・来館者が信頼でき

るメッセージを家に持ち帰れるような方法で提供されなければなりません。インタラクティブな体験

は、動物と来園者にとって非侵襲的で安全なものでなければなりません。来園・来館者とのふれあ

いに関わる全ての動物のモニタリングを継続的に行い、専門家による監督を受けなければなりま

せん。動物福祉に対するリスクは、ふれあい体験が適切かつ必要、そして有益であるかを注意深

く検討することで最小限に押さえる必要があります。  

提言 

1. 動物とのふれあいに関して、関連する全ての国の基準、地域・国の方針、ガイドライン

あるいは意見表明書に準拠し、WAZA の本ガイドラインを満たすあるいはそれを超え

るような、各園館の方針を立てること。  

2. 来園・来館者とのふれあいに関わる動物に関係する法律上の問題や責任について、

認識しておくこと。  
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